
8 自 治 大 阪 ◆ 2005 － 11

平成１７年９月１３日（火）、大阪府、大阪府市長会、

大阪府町村長会、社団法人関西経済連合会、大阪商

工会議所、社団法人関西経済同友会の共催でシンポ

ジウム「これからの自治体について考えよう～地域

主権の実現に向けて～」を大阪府立労働センターに

おいて開催しました。これは、大阪都市圏にふさわ

しい市町村の役割や望ましい姿、合併の意義、また、

これからの府の役割、道州制等について議論を喚起

するために開催したものであり、府民、経済界関係

者、市町村関係者など約６００名が参加しました。以

下は、その要約です。

みなさま、まだまだ暑い中、こうしてお集まりを

いただいて、ほんとうにありがとうございます。

総選挙を通じて、「東京一極集中が進む中で、地

方圏が元気を取り戻すために、やはり日本全体の骨

格、国づくりのビジョンをもっとしっかり示してほ

しい。」という声があったように思いましたが、私

は、だれか一人が先頭に立って２１世紀の国づくり

が進むというような、そんな生易しいものではない

と思っております。国民一人ひとりが、一つ一つの

自治体が、それぞれ責任を持って物を考え、自らの

行くべき道を決定し、責任をとる。今、「地域主権」

を勝ち取るために三位一体の改革が進んでおります

が、まさに、その確立が重要だと思います。地域の

ことは自らの意思で決定し行動する。こういうこと

が実現されないと、新しい国づくりというのは絵に

かいた餅になってしまうのではないでしょうか。

こういった中で、大阪の果たすべき役割、目指す

べき道というのはどういうものなのでしょうか。私

なりに、３つ申し上げたいと思います。

第１は、西日本、関西のリーダーとして、大阪が

しっかりと役割を果たしていくということです。関

西のリーダーとして言うべきことはしっかりと言わ

なきゃいけない、東京一極集中に十分対抗できる力

を持つのは、この大阪しかないと確信しているから

でもあります。

また、関連して私どもが進めておりますのは、第

二首都の議論です。防災という面だけでなく、一た

び東京で何かが起こったときに、直ちに首都機能を

担う都市があるというのは、日本のためのみならず、

アジア経済、世界経済、地球全体のために必要なこ

とでもあると思います。最も少ないコストで第二の

首都をつくるには、この大阪のさまざまな施設や、

知恵や、人材を活用して行う以外に、私は手がない

と思っています。これから国にも働きかけを行って

いきますが、縮み思考ではなく、もっと大きな視野

でこの大阪の位置づけを考えていこうではありませ

んか。

第２は、民の力を復活して、これを大阪発展の礎

に大きく据えることです。大阪はもともと民の町で

す。「官、何するものぞ。」そういう町です。通天閣

も、大阪城も、八百八橋も、全部民の力でつくりま

した。そのことを今、私たちは忘れていないでしょ

うか。

今､国でも盛んに行われている議論の１つに、「新

しい公」という考え方があります。私どもも大阪版

主催者あいさつ
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ＰＰＰ（ＰｕｂｌｉｃＰｒｉｖａｔｅＰａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）改革と称し

て取組を進めています。官と民が新しい形の連携を

して、「新しい公」をつくろうということでありま

す。今、民にできることは民に、そして、官と民が

連携をして「新しい公」をつくることによって、住

民に最もふさわしいサービスを提供していくシステ

ムをつくっていく、これが大阪が先頭に立って求め

られている役割だと思っています。

第３は、都市格を上げていくことです。人には人

格、国には国の格、都市には都市格というものがあ

ります。大阪は、ポテンシャルは十分あり、底力は

十分あります。この都市格を世界に向かって、押し

上げていくのが我々の仕事であり、責任ではないで

しょうか。

その際のキーワードになるのが、「アジア」だと

思っています。７世紀の難波津（なにわづ）の時代

から、大阪はアジアとの交流によって発展してきま

した。玄関口、ゲートウエーという言葉は、長い日

本の歴史を見れば、大阪がその最初の役割を担った

わけです。それが今、大きく東京にとられてしまっ

ているのです。

私は､これから人口減少が始まり、少子化が急速

に進むこの大都会大阪において、交流人口を増やし、

情報の受発信機能を強化することが、にぎわいづく

りの上で一番大事なことだと思っています。アジア

の中で、まず存在感を増す。それが、私の今唱えて

いることです。この先、２００７年の関空第２滑走路

の供用開始と関西における大阪サミットの実現。さ

らにその先に大きな夢を実現する。こういったこと

を大阪に住む人たちと一緒に手を携えて実現をして

いく、その中で大阪の都市格を大きく飛躍させてい

く仕事をやり遂げたいと思っています。

そして、こうした取組を進める上で、自治体のあ

り方というものを抜きに考えることはできません。

大阪が最も効率よく、最も一人ひとりが生きがいを

感じる形で、今申し上げたような目標を達成してい

くには、どのような仕組みが自治体としてふさわし

いのか、それをしっかり自分たちの責任で考えなく

てはなりません。地域のことは地域で考えるという

ことの基本は、まず、自分たちが寄って立つ自治体

をどのような形にすべきかという議論から始めるべ

きだと、私は考えています。

市町村合併についても、これからもっともっと議

論を大きくして、今申し上げたような、大阪の未来

を築くための自治体のあり方の一環として考えてい

かなくてはならないと思います。市町村合併という

のを小さくとらえると、どうしても、「あっちの市

町村は貧乏なのに、どうして金持ちの私たちが合併

しなきゃいけないんだ。」、「こっちにはこんな手当

があるのに、向こうには何の手当もない。そういう

のが一緒になったら、これがなくなるんじゃない

か。」などと、そういう小さなところに議論が行き

着いてしまうのが、私は大変心配です。大きな視野

で、大阪を伸ばすにはどうしたらいいのか、どの形

が一番ふさわしいのか、そういう視点を失わないで

いただきたい。そして、こういう問題を解決するに

当たって、一番大事なのはコミュニケーションです。

対話です。協調です。決して対立することではなく、

強制することでもありません。是非、今日のシンポ

ジウムで、議論を繰り広げていただければ幸いであ

ります。

あわせて、府県のあり方についても考える時期に

来ています。中には、これから都道府県は要らない、

道州制があればよいという議論をする方もいらっし

ゃいます。それも１つの考え方でしょう。一方で、

関西でこれを実現するのは至難の業と言っている人

もおられます。なぜなら、関西には京都、大阪、神

戸という、互いに競い合いながら、よきライバルと

して、また、関西を一緒に伸ばしていこうという仲

間としての大都市があります。これらの力が拮抗し
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過ぎているがゆえに、道州制も難しいのではないか

ということをおっしゃる方がいらっしゃいます。こ

れからの関西にとって道州制が本当にいい形なのか

どうか、タブーのない議論をすべき時期に来ている

と私は考えています。

これからの自治体づくりや地域づくりを国に任せ

るのではなく、また、国からの発信によるのではな

く、我々の手で、そして、我々の知恵で発信をして

いこうではありませんか。よきコミュニケーション

のもとで、タブーのない議論を、この関西の地から

していただきますようお願いしたいと思います。

私は知事に就任して以来、ずっと思ってきたこと

があります。良い意味でも、悪い意味でも、大阪は

日本の１０年先を歩いている。日本にあらわれてい

るさまざまな現象は、大阪が５年前、１０年前に経

験したことが多い。それは、日本のさまざまな課題

をこの地域が凝縮して持っている、日本の縮図だか

らだと私は考えています。だからこそ、今申し上げ

たような問題についてもしっかりと議論をしていか

なくてはなりません。私はこのように思い、これか

らの自治体づくりを考えていきたい、皆様とともに

思いを共有して頑張っていきたいと考えているとこ

ろです。

どうか、これからのひとときを未来の大阪を考え

る時間にしていただいて、これからの大阪の力の礎

にしてまいりましょう。どうかよろしくお願いしま

す。

ありがとうございました。

コーディネーター

大阪府立大学副学長 宮本　勝浩

パネリスト

元美原町合併検討委員会委員 加藤　卓哉

大阪大学大学院教授 齊藤　愼

㈱都市生活研究所社長 篠 由紀子

大阪府市長会会長・枚方市長 中司　宏

大阪府副知事 三輪　和夫

○　市町村を取り巻く社会情勢の変化

【宮本】 まず、皆さんがよくご存じのように、少子

高齢化というような時代になり、大変な状況

になってくる。２番目は、広域的な行政サー

ビスというのがこれから必要ということで

す。例えば、市民会館とか公民館を近くの市、

町、村が１つになって、１つの建物を利用し

よう、つまり箱物行政はやめにしようよとい

う時代になってきています。３番目は、地域

のことは地域の人々の意見を聞いて、自主的

に運営する時代になってきた。つまり、地方

分権、地方自治の時代になってきた。４番目

は、国も地方も非常に今財政が大変というこ

とです。これから当然地方に来ているお金も

だんだん減ってきます。もちろん税源の移譲

もありますが、補助金のカット、交付税の見

直しというのが出てきます。そうすると、地

方は、限られた収入の中で自分たちの将来を

つくっていくということが必要になってきま

す。

そうした中で、自分たちのまちを運営し、

お年寄りをはじめ、社会全体を支えていくた

めに、ある程度の規模の自治体が必要ですし、

これからは広域的でかつ自主的な地方自治体

というのをつくっていく必要がある。私はそ

のように考えておりまして、今日はパネリス

トの皆さんにいろいろな意見を伺っていこう

と考えております。

○　大阪都市圏の市町村の将来像

【齊藤】 地方財政の現状でありますが、よく知られ

ておりますように、国、地方を合わせますと、

パネルディスカッション
「これからの自治体について考えよう」

～地域主権の実現に向けて～
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いわゆる借金が７００兆円（ＧＤＰの１４０％）と

か、１,０００兆円（ＧＤＰの２００％）という借

金を抱えているというのが現状です。いろい

ろなことを考える一番根っこのところが、や

はりこの問題にあるのではないか。日本の財

政は、おそらく前人未到の地に今いる。もち

ろん、日本が対ＧＤＰ比２００％の長期債務で

も成立している原因があるのですが、これか

らどうなるかはなかなかわからない。

そういうもとで少子高齢化社会を迎える。

その際に分権でやっていこうというわけです

が、その分権社会にこのままどうやれば移れ

るかというのは、なかなか難しい。というの

は、やはり国のこういう大きな借金が今後の

地方の大きな足かせになると思いますし、ま

た、これから高齢化したときに、当然いろい

ろな形で財政需要が出てきますが、そういう

財政需要にどうこたえることができるのかと

いうことが、大変不確実な要因であろうと思

います。

それから課題ですが、結局のところ、これ

までと根本的に違うようなシステムに転換し

て、住民に身近な地方自治体がいろいろな行

政を担うということしかないだろうと思いま

す。今後を考えますと、歳入歳出にわたって

むだな部分を改善するということが求められ

ます。そういう意味では、市町村合併をして

行政の効率化をするというのは、１つの重要

な選択であるということは間違いのないとこ

ろだと思います。

しかし、最終的に結局何のために自治体が

あるのかというと、住民に対してサービスを

提供するということですから、住民が現在の

負担水準において納得できるような行政を地

方自治体が提供する以外にないということで

す。おそらく今、国が目標としておりますの

は、根っこから抱えております負債は当面す

ぐに何とかできるものではない。とりあえず

現状を改善できる方向へ行きたいというのが

現在の方向だと思いますが、そこの部分をと

にかく目いっぱいやるのが、とりあえずの経

済的な目標なのかなと考えています。

【宮本】 今の日本の財政状態が非常に悪いというこ

とと、それから、これから地方はむだをなく

して、地方財政の自立度を高め、住民にいい

サービスを提供していくこと、これが大事で

すよというお話でございました。

【三輪】 １つの視点として、これから入ると言われ

ています人口減少時代において、高度な都市

サービスというものをいかに効率的に提供し

続けていくことができるのかと、こういう視

点でちょっと考えてみたいと思います。

いろいろな記事を見てみますと、大阪府域

あるいはその近辺を含めた地域でも２０３０年に

は人口が一、二割減るだろうという見込みの

ようです。

そういう中で、大阪府内の市町村の状況で

すが、もともと財政力が高く非常に高度な都

市サービスを提供してきています。それが今

日、財政を圧迫、弾力性を失う構造になって

います。

これからの人口減少時代におけるいろいろ

な施設整備、都市サービスの提供のあり方、

それから、大阪府内の市町村のこれまでの経

験を踏まえた、あるいは現状の財政状況を踏

まえたこれからの展望といいますか、都市像

としては、やはり人口減少時代において、地
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域の経営主体として、将来にわたって安定的

に都市サービスというものをきちんと提供し

ていける、そういうしっかりとした行政体制

の整備をやっていく必要が、よその地域にも

増して特に必要であるのではないかと思いま

す。

そうなると、私は、広域性、効率性、ある

いはきちんと取捨選択をするという意味での

主体性、そういうものがキーワードになって

くるという気がいたしております。

【宮本】 人口が減少していく時代。しかし、質の高

い公共サービスを提供しないといけない。府

内の市町村は財政の柔軟性が低くなってい

る。これからは、広域性、効率性、主体性が

キーワードだということでした。

【篠 】 これからの自治体のあり方は、私は、地域

が生き生きと主権を持って頑張っていくこと

だと思っており、地方分権、地域主権という

のは住民が幸せになっていくシステムでなけ

ればいけない、幸せになっていくシステムで

あると考えております。

自分たちが自分自身の判断で選択し、選び

とっていける社会をつくり出していくこと。

成熟社会にあっては、たとえ以前よりもパイ

は少なくても、自分たちがこの方法を選んだ

と納得できる、いうなれば自己決定権という

のが非常に重要になってくるということを考

えますと、地方分権という、地域が決定権を

持って、人々の暮らしがかなり主体的に営ま

れる時代というのは多分幸せな時代ではない

のかなと考えております。分権改革において

一番危険なのは、全国一律に国から地方へと

いう形で論じることではないか思います。大

阪は、大阪の実情を踏まえて、それぞれの基

礎自治体が自分たちの地域の実情を踏まえ

て、みずからのビジョンを掲げて、それに向

けて改革に取り組んでいくことが重要と思っ

ております。

また、地域を経営していくという発想が非

常に大事ではないかと思います。それぞれの

自治体が地域経営の力をつけていく、地域経

営のビジョンを持ってやっていくということ

が非常に重要なことであると思います。

縮小均衡でコストを削減する、効率的にや

っていくという、そういった改革にとどまる

ことなく、経済的にそれぞれの自治体がパイ

を大きくしていく、産業振興を図っていく、

そういった拡大志向の改革を目指していただ

きたい。幸い、大阪は経済活力のポテンシャ

ル、あるいは地域の資源がたくさんあるので

すから、住民の夢を広げられる、発展のため

の経済的な潜在力を増やし、活用していくそ

のための改革に邁進するのだと、そんな大い

に前向きの姿勢を今の時代だからこそ打ち出

していただきたいなと期待しております。

【宮本】 これからは地方分権、地域主権の時代だと

よく言われますが、それは住民が豊かに幸せ

になっていかなければいけない。自分たちが

地域の特徴を生かして、独自性を持って改革

していく。実は大阪というのは非常にポテン

シャルがあるのだから、夢を実現していくよ

うな地方自治体をつくっていくべきだという

お話でした。

【加藤】 美原町は、法定協議会設立以降も「合併は

もう決まったの？」と問われる住民の方々に

「合併はまだ決まっていません、将来にわた

って住民の幸福と地域の発展に必要であると

判断されれば」と説明され「市町村合併は、

あくまでも住民の皆さんが自主的・主体的に

検討・議論され、その意向を最優先に取り組

んでいくべきものと認識していますので、協

議会などでの議論の内容を進捗に応じて逐次

お知らせし、一緒に考えていきたいと思って

います。」という姿勢で終始臨まれておられ

ましたが、とても大切なことに思われます。

住民の方々にはいろいろな想いがあり、さ

まざまなご意見をお持ちの方がいらっしゃい

ますので、必ずしも住民の総意を上げての合

併ということではないかもしれませんが、少

なくとも美原の方々は地域力を再確認する機
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会に恵まれ、地域の未来に、市民と社会の将

来にわたって美原がどういう価値を約束し続

けるのか、ということを住民一人ひとりが想

いを定め、選択をされていかれたことと思い

ます。過程では、どうしても市民力というも

のが測られます。当事者としての自主自発の

意志と実行がなければ、なかなか市町村合併

の実が上がらないということにもなりかねま

せん。

美原が参加したことで堺に住んでいるとい

うことがもっと素敵なことになり、やがて美

原区として、だれもが安心して歩いてつなが

りあえるコミュニティのより細やかな充実を

めざして、市民と公共と民間が協働する活動

と連携の拠点が新しいまちの中心となり、地

域の将来を選び取りながら発展していく姿を

垣間見たような気がいたしました。

【宮本】 市町村合併というのはあくまでも住民の皆

さんが自主的、主体的に議論して、その意向

を最優先に酌み取って取り組んでいくべきも

のだということをおっしゃられましたが、ま

さにそのとおりだと思います。

【中司】 官から民へというキーワードがありますけ

れども、なぜ、公共の領域に民の力が必要な

のかというと、１つは持続可能な社会をどう

つくっていくかということだと私は思いま

す。自治体もスタイルを変え、市民もスタイ

ルを変えていく、そういう理念をベースに持

たなければなりません。

結論から言いますと、これからの自治体は、

個人ができることは個人で、そして、個人で

できないことで、地域の共同体でできること

は地域の共同体、即ち、地域のコミュニティ

で。そして、地域の共同体でも解決できない

ことは地方自治体、つまり市町村であり、都

道府県で。そして、地方で解決できないこと

があるときに初めて国が解決をしていく。そ

ういう補完性の原理に基づいた社会をつくっ

ていくということが、持続可能な発展を保証

する道ではないかと考えています。要望型で

はなくて、やはりまず身近に解決をしていく。

何でもかんでも行政が担ってきた時代、サー

ビスを過剰と言われるほどに提供してきた時

代から、スリムな行政に転換することが求め

られています。

枚方市でも、大変厳しい財政状況の中で、

改革を進めてきています。国の債務も多額に

のぼり、これまでのように国の財源に頼ると

いう発想では問題解決にはならない時代を迎

えました。

今後の自治体が目指すべき方向ですが、ま

ずは地方への税源移譲を何としてでも実現し

なければなりません。同時にそれを実現する

ことによって、地方の自立が進み、地方自治

体のそれぞれの経営能力が試される時代にな

ってくると思います。自治体が切磋琢磨しな

がら、それぞれお互いが能力を高めていく、

そういう時代がやってきます。

これまでのような画一的で個性のないまち

ではなくて、個性があって魅力のあるまちに

変身、転換をしていくことが必要だと思って

います。地域としての明確なアイデンティテ

ィーを持たなければなりませんし、市民から

信頼されて、誇りを持って住み続けてもらえ

るまちにならなければなりません。また、市

民との協働もこれからの重要な課題です。い

ろいろなものを官から民へ委ねていくととも

に、事業者やＮＰＯ、あるいはさまざまな市

民活動団体と協働し、パートナーとして公共
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を運営していく、そういう領域がこれから増

えてくると思います。同時に、情報公開を徹

底し、信頼される自治体にならなければなら

ない、枚方市もそういう方向をめざしていき

たいと思っています。

【宮本】 補完性の原理を生かして、地方自治体の経

営努力がこれから必要だ。小さくても仕事の

できる役所をつくっていく中で、やはりアイ

デンティティーといいますか、きらりと光る

役所をつくっていく。そのためには、市民と

の協働が必要だというお話でした。

大阪都市圏の市町村の将来像は、どうつく

っていったらいいのかということについて、

パネリストの方々にお話ししていただきまし

たが、これから基礎自治体を強化していくた

めには、権限を国から自治体へ移譲していく、

また、府から市町村へ移譲していくことが必

要であると思います。

次に、市町村の合併や市町村の強化、権限

移譲という問題にテーマを移らせていただき

たいと思います。

○　基礎自治体の強化について

【中司】 合併の論議の前に、分権の意義ということ

を確認しなければなりません。分権改革の本

来の目的は、自分たちの生活、地域の将来を

左右する制度や政策が決定される仕組み、プ

ロセスを住民に近づけていくということであ

り、身近なことは自分たちで決めていく、自

己決定をしていく仕組みをつくっていくとい

うことにあると思います。顔が見えるところ

でそれぞれの地域のことを決定していく、市

町村がそういう役割を担っていくということ

だと思います。もう一つの視点でいうと、こ

れまでの東京一極集中を変え、地方が元気に

豊かになっていく仕組みをつくるということ

になると思います。経営の観点からも、地方

のことは地方で決めるほうが効率的、効果的

で、むだのない運営ができるようになります。

それと、規制緩和も重要です。現状ではい

ろいろな規制に縛られていて自治体の裁量が

発揮しにくくなっており、これを改革してい

かなければならない。もう一つは、受益と負

担の関係ですけれども、一番身近な市役所で、

目に見えるところで税金を使い方を決めてい

くほうが理解しやすくなる。当然、そのため

には情報公開の推進、公会計の改革などさま

ざまな改革が必要なのですが、やはり身近な

ところで税を使っていくというほうが、わか

りやすい仕組みがつくれるのではないかと思

っています。

そうしたいろいろな意味で、地方分権を進

めていく、真の改革を進めていくということ

が地方の自立につながり、豊かな地域をつく

っていくことにつながると思いますし、市民

の信頼度も高まってくると思っています。

そういうことから合併問題を考えますと、

大阪の自治体は、まだまだ基礎体力を持って

いるので、依存せず自分たちで改革をする中

で財政を持ち直していこうという自治体が多

かったのではないかと思います。分権の受け

皿として合併が必要だという理由だけでは、

おそらく今後も大阪では合併は進みません。

合併しないという選択は、それだけ改革への

真剣な取組と覚悟が必要だと思っています。

大阪で合併を進めようとすれば、将来的にど

ういうまちの姿にしていくのか、１つのまち

としてどういう夢を描いていくのか、どうい

うアイデンティティーを共有していくのかと

いう理念が必要だと私は思います。

合併新法により、大阪府でもこれから合併

に向けて指導性を高めて進めていくというこ

とですが、判断する主体はあくまで市町村で

あり、そこに暮らす住民ですから、やはり、

夢を描いたり、アイデンティティーを持った

り、まちの姿の理念や視点を持って慎重に進

めていくべきではないか、そこで、結果的に

合併が進めば、それがまた地域の豊かさにつ

ながってくると思います。同時に市民と情報

を共有しながら進めていくことも必要だと思

います。

14 自 治 大 阪 ◆ 2005 － 11



【宮本】 これから大阪府で合併を進めていくのであ

れば、理念、夢、アイデンティティーが必要

だというお話でございました。

【加藤】 本年１月２３日、美原町閉庁式典で町旗降納

を目の当たりにし、今度は新堺市の発足、合

併記念式典に居合わせ、旧美原町の方々がど

のような想いでこの場に臨んでいらっしゃる

のか、将来を選択された住民の方々の想いを

無にする合併であってはならないとあらため

て思いました。

この間、合併対策室はじめとする情報提供

と、説明責任を果たして住民の自主選択を支

援する活動につきましては、極めるというこ

とはないのでしょうが、やるべきほどのこと

はおやりになっておられたように映りまし

た。広報資料配備や普及啓発活動など、広報

につきましてもさまざまな手法がとられてお

りましたが、それでも「理解をかたちづくる」

ということは難しく、市町村行政の都合で考

えない、住民と職員がともに当事者として臨

み協働することが大切ではないかと思いま

す。

【宮本】 市町村合併には、やはり住民の方々に対す

る情報、それと説明責任、これが大切ですよ

というお話でございました。

【篠 】 大阪のような成熟した都市圏で、合併のイ

ンセンティブというのは一体何だろうと考え

ますと、極端なことを言いますと、政令指定

都市並みの事務ができるのだと、住民が自分

たちで選び取れる範囲も広がるというふうな

メリットを提示できることではないかと思い

ます。これからの時代、広域的に地域の経済

の潜在力を生かしながら産業政策をしていく

ことで地域が元気になっていくとか、そんな

ことを考えられるとなれば合併の動きもでて

くるのではないでしょうか。府内の市町村へ

の府からの権限移譲がどうなっていくのかと

いう、もう一つの分権ということも視野に入

れながら、生活圏としてはかなり広がりを持

ちながらも地域的に一体感が持て、将来ビジ

ョンも人口や産業の集積をうまく活用しなが

ら地域経営ができていくという、そんなメリ

ットを打ち出せなければ、なかなか住民サイ

ドから合併に理解を示すことは難しいのでは

ないかなと思っております。

もう１点は、合併を言う前に、本来的には、

行政効率を高める、住民から見てむだのない

市政が運営されているのかというのをシビア

に見ていくことと同時に、今の自治体での受

益と負担の関係が住民にはっきりとわかると

いうことが大事ではないかと思っておりま

す。

情報公開、情報提供をし、透明度を高めて

いくことと同時に、私はもっと大きな仕組み

で、自分が払った税金――国税、地方税を合

わせてどれだけ払って、市町村から、あるい

は府から、国からどれだけのサービスを受け

ているんだということが、いいかえればトー

タルな受益と負担の関係がわかるような、そ

んな仕組みに税体系も変えていかなければ、

身近な地元の自治体に向かって住民が関心を

持つことはなかなか少ないのではないかと感

じております。

そういう意味で、全国津々浦々で合併論議

が盛んではありますけれど、大都市圏大阪で

は全国一律の合併誘導ではない、より分権社
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会を推し進めていく形で住民にたくさんの選

択肢を示し、そして住民が選んでいく、そう

いった合併の推進であり、住民が自ら自治を

考え、地域経営を考える機会であってほしい

と私は思っております。

【宮本】 市町村の合併のためには住民にきちっとし

たメリットを提示することが必要ではないか

というお話でございました。

【三輪】 基礎自治体の強化と、行財政基盤の強化と

いうことでありますけれども、今現在、大阪

府域には、２６０万人の人口の大阪市から７千

人前後の人口の町村まで、さまざまな規模の

市町村がございます。こういう中で基礎自治

体の行財政基盤を強化していこうということ

でありますと、やはり、将来を見据えた、も

ちろん自主的ではありますけれども、市町村

合併というものも私は必要ではないのかなと

感じております。

大阪新都構想として、府の持っている権限

を市町村に移し、できれば中核市――３０万

人規模ですが、中核市並みの権限を府域内の

すべての市町村に移譲しようという将来的な

姿を提示しておるのですが、具体的な数字は

ともかく、ある程度の人口規模も展望した市

町村の合併というのもやはり念頭に置いてい

く必要があるのではないだろうかという気が

いたしております。

それぞれの時代時代に応じて、近代的な自

治体としての体制整備、あるいは民主的な教

育の推進というものを念頭に置いた市町村の

体制整備というものが、強力に進めてこられ

たわけであります。これから人口減少時代を

迎えて、また一方で分権というものが進展を

して、いろいろな権限、財源が増えてくる、

市町村の主体的な行政の体制整備というもの

が求められる、それから、財政再建というの

はますます大きくなって、効率性というもの

が強く求められる。そういう中で、やはりさ

らなる広域化、自主的な市町村の合併という

問題、これは避けて通れないのではないだろ

うかという気がしています。

大阪で合併が進まなかったのは、大阪の市

町村は、基礎的な力はある。しかし、硬直性

が非常にある。したがって、何とか工夫をし、

改革をすれば、その硬直性というものは直せ

るのではないかということで、合併よりはま

ずは行財政改革だ、こういう発想もあっただ

ろうと思います。しかし、これからは大きな

流れとして人口減少時代、その中で、施設の

整備も含めて、都市サービスの提供というも

のの抜本的な見直しというものも必要になっ

てきます。先ほど、地域のアイデンティティ

ーをきちんと持つ必要があるというご指摘が

ございました。そういう視点も踏まえて、や

はりこれから市町村がどういう形で都市サー

ビスの提供というものを続けていくのだろう

かということを、真剣に議論しなければいけ

ないという気がいたしております。

【宮本】 今後のことについて、分権の推進、財政再

建、人口減少時代に向けて行財政基盤の強化

ということを考えれば、やはり合併問題とい

うのは避けて通れないのではないかと、そう

いうお話でございました。

【齊藤】 まず、行財政基盤の強化の必要性ですが、

財政危機の程度は大阪の都市圏で最も厳しか

ったというのが私の認識でございます。理由

16 自 治 大 阪 ◆ 2005 － 11



の１つは、大阪の経済の地位が相対的に大き

く落ち込んだということ。そういうことを考

えますと、地方自治体がどういうことをする

かという役割分担論にもなりますが、私は、

これまでの地方自治体の産業政策といいます

か、経済政策的な部分が弱かったのではない

かという問題意識を持っております。もう一

つの理由は、国の政策としまして財源均等化

政策――東京一極集中しがちなお金を地方部

にばらまこうということですが、大阪はいろ

いろな機会にこのあおりを受けてきたという

のが私の認識でございます。

この点等から見まして、合併のメリットを

議論してみたいと思いますが、通常、経済学

者がよく言います合併のメリットは規模の経

済性ということでありまして、小さな団体が

幾つか集まると、同じ行政をするにしても、

大きくなったほうがコストが下がる、あるい

は効率性が上がるということです。ただ、こ

ういう議論をするときに、それでは幾つぐら

いが分岐点、どれぐらいの人口規模がこの分

岐点かということがはっきりしないと、この

ことが大阪に関して有効なのかどうかという

ことが検証できません。

これはかなり微妙でありまして、行政のや

っておりますどの事業を考えるかによって最

適規模が異なるというのが、今まで出ており

ます研究結果です。福祉系だと２０万規模でも

最適になるし、もうちょっと違う事務だと３

０万以上だという研究がありますので、これ

だけでなかなか大阪における合併を推進しろ

ということにならないかもしれませんが、１

つの大きな要因であるのは確かであろうと思

います。

もう一つは、今後、地方分権が進展するこ

とは間違いないだろうと思うのですが、おそ

らく地方分権をきちっとやり遂げるために

は、地方の側に人材が要るだろうということ

でございます。これはよく受け皿論というこ

とでいろいろ議論されるわけです。そうしま

すと、いろいろな職種を考えると、ある程度

の規模の地方団体が要るだろう。２０万、３０

万、どのあたりがその境界になるかというの

ははっきりしているわけではございません

が、そういう点が挙げられるだろうと思いま

す。

最後に、大阪の大きな特徴というのは、面

積があまり大きくないところにかなり多くの

人が集中しておるところですし、鉄道網もか

なり発達しているということでございますか

ら、こういうところで自治体がどうあるべき

かを考えると、他地域とはまた違うだろう、

具体的に言いますと、もう少し広い地域で考

える必要があるのではないかということで

す。

○　広域自治体のあり方

【宮本】 最後に広域自治体のあり方のお話を伺いた

いと思います。道州制や広域連合について、

お話をしていただきたいと思います。

【三輪】 広域自治体ということで、府のあり方その

ものの問題になると思いますが、今我々が議

論しています道州制は、広域的な行政を力強

く進めていくという意味では、有効な方策で

あろうと考えております。ただ、これには非

常に国民的な議論、コンセンサスも必要です

ので、やや時間がかかるのかなと思われます。

そこで、今関西の財界、自治体、学識者で関
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西広域連合という、今の仕組みの中でもでき

る、それぞれの府県が構成員になった広域連

合というものを検討、模索しており、その実

績の上に道州制というものを考えていくのか

なと思っております。

それと並行して、大阪府域内における大阪

府の位置づけをあわせて議論する必要がある

だろうということで、大阪新都構想というの

を議論しております。これはもともと大阪府

と大阪市で二重行政があるというところから

議論がスタートしているのですが、そのほか

にも堺市が政令市になっていく、あるいは中

核市に権限がどんどん移譲されていく、ある

いは市町村合併が進んでいくとなると、府は

一体どうなるのか、現在の大阪府というのは

もう要らないのかなということもあります。

市町村の連合体というようなものもイメージ

しながら、大阪新都機構というものを設置し

て、国からいろいろな権限をそこに持ってい

って、大阪府域内の広域行政をそこで一元的

に全部やる。大阪府が持っている権限も極力

市町村に移譲して、新都機構は広域調整を中

心にやっていくというものです。具体の事務

のイメージとしては、例えば港湾、鉄道、広

域防災、産業政策、大学が挙げられます。そ

れから、市町村には福祉サービスはほとんど

全部、小中学校、あるいは保健所の運営など

住民に身近な行政を主体的に行っていただ

く、今そんな議論をしているところです。

【宮本】 道州制、広域連合、大阪新都構想と大阪府

ではいろいろ考えておられるということで

す。

【篠 】 私は第２８次地方制度調査会での議論にも加

わっておりますが、道州制の議論が出てきた

背景の１つには、地方分権を推進していく中

で基礎自治体が住民に身近なことを総合的に

担っていく地方公共団体として、足腰を強く

していく。また国は、国防や外交など国が本

来担うべきことに特化し、分権を進めていく。

都道府県は基礎自治体に権限を移譲してい

く。そうしていくと、市町村の上にある都道

府県が果たす役割は一体どうなるのだろう

か、その果たす役割は少なくなっていく、そ

ういうことから、広域の行政主体のあり方を

考えていったときに、１つの選択として道州

制というのがあらわれてきたと思います。私

自身は、グローバル経済の進展に伴い圏域と

して広域的に地域経営を行う総合的な主体が

必要でそれが道州制なのだと思っておりま

す。

関西には、関西広域連携協議会というのも

ございますし、非常に早くから連携を実践し

てきております。そういう中で、現在ある広

域連合という制度を使って、府県の広域連合

というのはまだ例はありませんけれど、関西

から分権改革の一歩を進めようということで

今いろいろ議論を進めているところです。私

は、これまでの実績の上に関西が先駆けて、

地方分権、道州のモデルとしての動きを示し

たいと思いながら、関西広域連合の調査検討

に加わっております。これからは大阪経済圏

のみならず、関西全体を視野に入れて、大阪

府が強いイニシアチブを発揮して、関西が一

体となってつくるこの関西広域連合を成功さ

せていただきたいと思っております。府並び

に知事の健闘に大いに期待して、お話を終わ

らせていただきます。

【宮本】 関西がまず一番最初に広域連携のモデルケ

ースをつくろうじゃないか、この関西から広

域自治体の１つのモデルケースをつくってい

こうというお話でございました。

【齊藤】 関西というのは、私が知る限り、かなり早

く――高度経済成長期ぐらいからだと思うの

ですが、地方分権を提唱してきた地域であり、

そういう意味では、当時、ほかの地域を１周

も２周も抜いていた先進地域だと思います。

ただ、いざ具体的に地方分権へ動き出そうと

している今になると、かなりその差が縮まっ

てきているのではないかと心配しておりまし

て、ぜひとも関西発の分権の発想、あるいは
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具体的な提案を進めていただきたいと思って

おります。

平成１６年１０月に大阪新都構想が発表され、

ようやく大阪での広域自治体の具体的なあり

方の議論が始まったのかなと思っており、ぜ

ひ、今までの現状に満足するのではなく、よ

りよき方向を目指して議論をしていただきた

い。そういう意味で、新都構想というのは有

力な候補なのかなと考えております。

【宮本】 やはり関西から分権、それから広域連合と

いう話を進めていこうというご提案でござい

ました。

【加藤】 私からは３つの点を挙げ、３つの声をご紹

介させていただこうと思います。広域自治体

のあり方として第１に、圏域のビジョンを示

し、その圏域のプレゼンス、地域価値、地域

力の増進を図るということを期待させていた

だきたいと思います。その圏域全体が市場、

圏域に生活される市民の方々を含めた人々の

適正な評価を獲得し続けるというマネジメン

トに責務があるのではないかと思います。第

２に、専門人材による市民生活支援など市町

村域を越えた最適化とネットワーキングを期

待したい。電子自治体機能といいますか、例

えばコミュニティポータルとしての地上波デ

ジタル放送の可能性検討なども含めて、専門

性の高い市民生活支援機能を広域的に確保し

ていただきたいと思います。第３に、いわゆ

る省庁所掌と地域の実相との間で、実践的な

調整といいますか、ぜひとも広域自治体には

弾力的な働きを果たしていただきたいという

点です。

最後に３つの声ですが、「親と子で考えよ

う・みんなのまちの未来」と題する美原町の

小中学生およびその保護者・教員を対象とし

た普及啓発事業に参加された方へのアンケー

ト結果から、小中学生の３つの声をご紹介さ

せていただいて私の話を終わりにいたしま

す。「合併しても美原の名前が残ればいいな」、

「南河内郡と書けなくなるのはさみしい」、

「合併でピンチをチャンスに換えてほしい」

という声です。再三になりますが、合併に理

解を進められた住民の方々の心の襞、息遣い

がございますので、ぜひとも広域面でもその

ような想いを無にしないようにしていただき

たいと思います。

【宮本】 まず、ある程度圏域をつくって、そのビジ

ョンをつくろう。それと、最適のネットワー

クをつくっていこう。また、省庁と現場、そ

このギャップを調整していこう、そういうこ

とが大事ではないかというお話でございまし

た。

【中司】 最後に広域自治体についてですが、１つは

大阪の新都構想があります。このことによっ

て市町村に権限を移譲していこうということ

であれば、地方分権の流れの中で歓迎すべき

ことだと思っています。もはや今の時代の中

で、府と市町村が綱引きをしているというよ

うな状況ではなく、お互いに力を共有し合っ

ていく時代でありますので、受け皿となる市

町村も能力を高めていかなければならないと

改めて感じました。

道州制ですが、その前段として、経過的な

機構として広域連合を構築していこうという

ことは非常に有効な手段だと思っておりま

す。ただ、その場合、単なる寄合い所帯とし

ての広域連合になってはだめです。例えば広

域連合の長を決める際には、首長間の互選方

式で首長を決めるということではなく、ほん

とうに力を発揮するためには公選制にして、

リーダーシップをきちっと発揮できるような

体制を構築していくべきだと思っておりま

す。その際は、やはり関西広域連合マニフェ

ストというものを公表して、大阪や関西独自

の魅力づくりのためにどうしていくべきなの

か、どういう改革をするべきなのかを、きち

っとうたっていくということでなければなり

ません。大阪と京都と神戸のそれぞれが連携

すれば、相乗効果で大きなパワーが発揮でき

ると思いますので、一緒に関西州をつくり上
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げていこうではありませんか。

【宮本】 広域連携をやっていく場合には、やはり強

いリーダーシップを持った長が必要であり、

それとともに、きちんとしたマニフェストで

説明責任を果たしていくことが大事であると

いうお話でございました。

○　まとめ

【宮本】 今日のテーマである、これからの地方自治

体をどうしていくかということは、基本的に

住民が豊かで安心して生活できるまちづくり

をしていく、これが一番のポイントです。そ

の住民が必要としている公益的な公共サービ

ス、公的サービスを提供していく、これが非

常に大事なのですが、コストも大きくなると

いうのでは困る。行政コストを大きくしない

で非常に合理的な形で効率的な自治体をつく

っていくということが大事だと思います。

それから、国、地方自治体が大変な借金を

抱えておりますので、私たちはこの借金を私

たちの世代で何とか減らしていかないといけ

ない、子供や孫に負担を先送りしないように、

私たちの世代でできるだけの改革、地方自治

体の改革を進めていかないといけないと思い

ます。

合併のメリットとかデメリットという話が

ございますけれども、将来、２０年、３０年た

ったときに、そこに住んでいる人たちのメリ

ット、デメリットはどうなるの？　つまり、

今のメリット、デメリットだけではなくて、

長期にわたってそこに住まれる方々の将来の

メリット、デメリットというものを考えてい

かないといけないと思います。そういう意味

で、住民の方々にも、自分たちの住んでいる

地方自治体、まちの将来をよくしていくため

には、今の自分たちの利得だけではなくて将

来の人々のことも考えて、国全体、まち全体、

地方自治体全体を意識していくという、そう

いう基本的な考えというものを持っていただ

き、意識を高めていっていただきたいと思い

ます。

本来ならば、フロアからご意見、ご質問を

伺いたいと思うのですけれども、時間がなく

なりました。まことに申しわけございません

が、これをもちまして本日のシンポジウムを

お開きにさせていただきたいと思います。

―了―
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